
川口市子ども・子育て支援事業計画に係る量の見込み（案）

１教育・保育事業

教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ 教育ニーズ 保育ニーズ

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

中央、横曽根、青木、芝 3,587 3,612 3,559 3,559 3,547 2,290 652 1,638 2,306 657 1,649 2,272 647 1,625 2,272 647 1,625 2,265 645 1,620

神根、安行、戸塚 2,890 2,802 2,808 2,845 2,902 1,804 820 984 1,749 795 954 1,753 797 956 1,776 807 969 1,811 823 988

南平、新郷、鳩ヶ谷 2,418 2,358 2,379 2,420 2,453 1,858 771 1,087 1,812 752 1,060 1,827 758 1,069 1,859 771 1,088 1,885 782 1,103

国のﾜｰｸｼｰﾄによる見込み量　合計 8,895 8,772 8,746 8,824 8,902 5,952 2,243 3,709 5,867 2,204 3,663 5,852 2,202 3,650 5,907 2,225 3,682 5,961 2,250 3,711

中央、横曽根、青木、芝 3,310 3,340 3,210 3,210 3,230 2,690 480 2,210 2,660 450 2,210 2,660 450 2,210 2,600 390 2,210 2,590 380 2,210

神根、安行、戸塚 2,650 2,570 2,510 2,540 2,620 1,870 380 1,490 1,840 350 1,490 1,850 360 1,490 1,810 310 1,500 1,810 300 1,510

南平、新郷、鳩ヶ谷 2,460 2,390 2,360 2,400 2,450 1,870 360 1,510 1,840 330 1,510 1,840 330 1,510 1,820 300 1,520 1,810 290 1,520

市の見込み量　合計 10,668 8,420 8,300 8,080 8,150 8,300 3,769 6,430 1,220 5,210 6,340 1,130 5,210 6,350 1,140 5,210 6,230 1,000 5,230 6,210 970 5,240

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

中央、横曽根、青木、芝 800 796 792 784 774 1,488 1,486 1,477 1,469 1,459
神根、安行、戸塚 541 528 531 530 528 839 865 866 868 870
南平、新郷、鳩ヶ谷 465 463 462 459 453 1,098 1,121 1,118 1,114 1,110
国のﾜｰｸｼｰﾄによる見込み量　合計 1,806 1,787 1,785 1,773 1,755 3,425 3,472 3,461 3,451 3,439

中央、横曽根、青木、芝 350 350 350 340 340 1,320 1,320 1,320 1,310 1,310
神根、安行、戸塚 230 230 230 230 230 890 890 890 890 890
南平、新郷、鳩ヶ谷 250 250 250 250 250 900 900 900 900 900
市の見込み量　合計 339 830 830 830 820 820 1,874 3,110 3,110 3,110 3,100 3,100

資料６

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度２８年度 ３１年度３０年度 ３１年度 ３０年度

０歳 １・２歳

２７年度

０歳児
ニーズ調査等の結果から、１年以上育児休業を取得する者の割合を算出し、これを推計人口から控除したうえで、当該推計人口に
対して、保育事業の利用希望があるが、保育施設に空きがないために利用していない者の割合を乗じて算出した量の見込みに在
籍児童数を加えて算出

１～５歳児
推計人口に対して、保育事業の利用希望があるが、保育施設に空きがないために利用していない者の割合を乗じて算出した量の
見込みに在籍児童数を加えて算出

量の見込み算出の考え方

１号認定 ２号認定

２５年度実績 ２９年度

３号認定
１号・２号・３号認定の区分について

【１号認定】

お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合

利用先・・・幼稚園、認定子ども園

【２号認定】

お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合

利用先・・・保育所、認定子ども園

【３号認定】

お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合

利用先・・・保育所、認定子ども園、地域型保育事業


